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㰻⸨ ᑦᚿ

㸸学校統廃合、子どもの権利条約、子どもの意見表明ࢻ࣮࣮࣡࢟

にࡵࡌࡣ

年⌧ᅾ、公❧小学校数は 校あり、年ᗘẚで 校ῶっている。公❧中学校数

は 校あり、年ᗘẚで 校ῶっている。ここ༑年の公❧小学校数の傾向ではẖ年 㹼

校のῶᑡ、公❧中学校の傾向ではẖ年 㹼 校のῶᑡをつづけている。とくに⌧ᅾの学校

統廃合は、いわࡺる「平成の大合ే」以降、㢧ⴭなものとなっている。「平成の大合ే」は行㈈

政のຠ⋡化、行政ࣅ࣮ࢧスのᗈ域化、地方への権限移ㆡ（政௧ᣦᐃ㒔ᕷおよび中᰾ᕷ）などを

目的として政ᗓ主ᑟで 年合ే≉例法改ṇ以降、合ే≉例മ発行の≉例ᮇ限がษれる

年までに進められた。 年に あった基♏自治体は、 年には にまでῶᑡした。

そのようなᕷ⏫ᮧ合ేにకい、「㐺ษな教育⎔ቃ」をᩚえようとする文部⛉学省と、ඣ❺生ᚐ数

のῶᑡによる「ண⟬のຠ⋡化」を᥎し進める㈈ົ省が、␗なる論⌮によって┦を⿵し合い

ながら、㈈政㞴に┤㠃する基♏自治体の学校統廃合を後押しした。

年 ᭶ 日、文部⛉学省は㒔道ᗓ┴教育ጤ員会等へ「公❧小学校࣭ 中学校の㐺ṇつᶍ࣭

㐺ṇ㓄置等に関するᡭᘬ 㹼ᑡ子化に対ᛂした活力ある学校づくりに向けて㹼」（以下、「ᡭᘬ」

と表グする）を通▱した。この「ᡭᘬ」は、「小つᶍ校をᏑ⥆させるሙ合の教育の実」として

一章を設けているものの、「公❧小࣭ 中学校の設置のᅾり方を最⤊的にุ᩿するのは学校設置者

であるᕷ⏫ᮧです」と基♏自治体の責任を明☜にし、学校統廃合をより一ᒙಁ進させるものと

して機能すると考えられる。

私には、学校統廃合の㠀が問われる際に抱く一つの違感がある。それは、最も影響を受

ける子どもの声が聞こえてこないことである。「㈈政㞴」によるຠ⋡的な教育ᢞ㈨（小中一㈏教

育の᥎進も含ࡴ）として学校統廃合を進める声。ᑡ人数ࡺえに多ᵝな教育活動ができないので

はないかというᏳから一ᐃ⛬ᗘの学校つᶍにおける「よりよい教育」をồめる声、ᒃሙ所や

地域の㜵⅏ᣐ点としてのᙺや機能をもつ学校ࡺえにᏳ᫆な学校統廃合にᾘᴟ的な声、地域の

⾶㏥と学校廃校を関連づけて学校を地域ࢸࢽ࣑ࣗࢥの᰾として学校統廃合に対する声など、

いずれも大人の声であり、これらの声は一ᐃ⛬ᗘ聞こえてくる。

しかし、自ศの学校がなくなる、当たり前に通っていた学校がᾘえる⤒㦂をする子どもたち

の声はなかなか聞こえてこない。また、学校統廃合は二つ以上の学校が合わさるため、行事や
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教育ෆᐜなどのㄪᩚや精㑅が必要となる。教職員は多ᛁをᴟめ、子どもたち一人ࡦとりに関わ

るのが㞴しい。子どもはᮇᚅとᏳが差する中で、新しいฟ合い、新たな関係づくりに┤㠃

する。人間関係がうまくいけばよいが、そうなるとは限らない。校༊がᗈ域化し、ᚑ᮶とは␗

なる通学方法や時間に㐺ᛂせࡊるをᚓないሙ㠃もある。大人が思う以上に、学校統廃合は子ど

もたちに大きな影響を与える。学校統廃合に際して、子どもたちはఱを見て、ఱを感じ、ఱを

思うのか。大人は子どもたちの声に⪥を傾けなければならない。

この研究では、学校統廃合の⤒㦂をもつ ௦後༙以降の元子どもたちに↔点をあてる。ある

⛬ᗘ自ศのことを自ศで考え、決めていけるようになった年௦の元子どもたちが学校統廃合の

過ཤをどのように受けṆめ、自ศのことをはじめとして、友だち、先生、ぶ、地域の人たちの

ことをどのようにり㏉るのであろうか。学校統廃合の⤒㦂をもつ元子どもたちの意見を聴き、

統廃合の㠀および実施における子どもへのࢣを考えていきたい。

第一章では、学校統廃合の当事者として子どもを位置づけるために、「子どもの最善の利益」

をၐえる「子どもの権利条約」（「ඣ❺の権利も関する条約」 この論文では「子どもの権利条

約」と表グする）１から学校統廃合を考えたい。㐺ᐅ、「子どもの最善の利益」や「子どもの意

見の尊重」などの条文に基づいて「ᡭᘬ」を᳨ウする。第二章では、㏆␥地方山間部にて学校

統廃合を⤒㦂した元子どもたちの聞き取りㄪᰝをまとめることにする。

㸯㸬Ꮫᰯ⤫ᗫྜᏊࡢࡶᶒ᮲⣙

㸦㸯㸧ࡐ࡞Ꮫᰯ⤫ᗫྜࠕࢆᏊࡢࡶᶒ᮲⣙ࠖにᇶ࡙ࠋࡢࡿ࠼⪄࡚࠸

この研究では二つの⌮⏤から学校統廃合を「子どもの権利条約」に基づいて考えていく。一

つは、日本は「子どもの権利条約」をᢈしているからである。

「子どもの権利条約」は （平成元）年 ᭶ 日、第 回国連総会にて᥇決された。

前文と 条（第一部㹼第三部）からなる。この条約では、 ṓᮍ‶のすての者を「子ども

（ඣ❺）」とし、意見表明権（第 条）ほか思࣭ಙ条や表⌧の自⏤、ࣛࣉイバ࣮ࢩのಖㆤ、

㞀がいのある子どもの自❧などᖜᗈい権利をಖ㞀している。とくに、子どもは⊂❧した人格と

尊ཝをもち、権利をா受し行使する主体であるとᚑ᮶の子ども観からの㌿を示した点は≉➹

すきである。子どもにはಖㆤされなければならない権利があるとྠ時に、自ศに関わる意ᚿ

決ᐃに参ຍする権利、聞いてもらう権利がある。

日本はこの条約を 年に ␒目の⥾約国としてᢈし、すでに 年が⤒過した。⥾約

国は実施⩏ົ（第 条）、条約ᗈሗ⩏ົ（第 条）の⩏ົを課されている。にもかかわらず、

ᢈ後 年、日本の子どもたちが「⊂❧した人格と尊ཝをもち、権利をா受し行使する主体」

として位置づけられているかわしい。子どもを取りᕳく⎔ቃは 人に 人が㈋困状ែにいる

などཝしさをቑしている。いじめ、体⨩、Ⓩ校などのㅖ問題および対ᛂ（法ไᗘを含ࡴ）、㞀

がいのある子どものᑵ学などについても子どもの権利が尊重されているとはいいがたい。
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日本政ᗓはᢈ当ึよりこの条約が発ᒎ㏵上国向けのものであるかのような通達（文部事ົ

次ᐁ通▱ 年 ᭶ 日）をฟした。そして、「新たな国ෆ❧法ᥐ置やண⟬ᥐ置は要であ

る」という見解を示した。この条約をᢈすると国連子どもの権利ጤ員会に対してሗ࿌しなけ

ればならない⩏ົを㈇う。すでに、日本も 回のሗ࿌を行っている。ሗ࿌を受けたጤ員会の㏉

⟅（総ᣓ所見）は᪩ᛴな改善等をồめるཝしいものであった。

子どものことを「子どもの権利条約」に照らして考えていくことは、この条約ෆの実施⩏ົ

であるとྠ時に、条約ᢈ後の「最㧗法つ、条約࣭国際法つの㑂Ᏺ」（᠇法第 条）にヱ当し、

「᠇法尊重᧦ㆤ⩏ົ」（第 条）にも関わってくる。大人は子どもたちにᙼ࣭ᙼዪら自身が⊂

❧した人格と尊ཝをもち、さまࡊまな権利があることをఏえ、それらの権利を行使していくこ

とができるよう支えなければならない。学校統廃合も「子どもの権利条約」に基づいて考え、

対ᛂしていく必要がある。

もう一つは、学校統廃合においては子どもの権利はゝうまでもなく、子どもの気持ちや考え

もほとんど聴いてもらえない状況にあるからである。そのような状況において、基♏自治体の

ᙺについてᣦしたい。

基♏自治体においては「子どもの権利条約」に基づいて、条例ไᐃなどによる子どもの施⟇

が多ᵝなᙧで取り組まれている２。条例のෆᐜを見てみると、ᕝᓮᕷやᮾி㒔目㯮༊など の

自治体における子どもの権利を総合的な施⟇࣭ไᗘのもとでಖ㞀しようとするもの、㧗▱┴や

大㜰ᗓなどの子どもの権利に基づいた施⟇を᥎進するためのཎ๎࣭⌮ᛕを明示するもの、ᕝす

ᕷの子どもの権利ᩆ῭を目的としたࣈࣥ࢜ズࣥࢯ࣮ࣃไᗘのように子どもの権利を個ู的な施

⟇࣭ไᗘで実⌧していくもの、などである。例えば、ᕝᓮᕷ子ども条例には以下のような子ど

も観が示されている。

子どもは、その権利がಖ㞀される中で、㇏かな子ども時௦を過ごすことができる。子ど

もの権利について学⩦することや実際に行使することなどを通して、子どもは、権利のㄆ

㆑を῝め、権利を実⌧する力、の者の権利を尊重する力や責任などを身に付けることが

できる。

「㇏かな子ども時௦」は、Ᏻᚰして生きる権利、ありのままの自ศでいる権利、自ศで決め

る権利などがಖ㞀されることでᙧసられる。学校統廃合においても多くのሙ合、「㇏かな子ども

時௦」はᐃされている。ただし、子どもの声が聴こえてこないというのは、子どもの権利を

ಖ㞀するという観点が希薄だからであろう。子どもに聴くこともなく大人が決めた「㇏かな子

ども時௦」であってはならない。「子どもの権利条約」に基づくならば、学校統廃合における子

どもの権利とはఱか、その権利をどのように行使するのか、などᑀに問われなければならな

い。

学校統廃合の最⤊決ᐃ者が基♏自治体にあると明ゝされた。それぞれの基♏自治体が子ども

の権利をಖ㞀するという観点をもっているかどうか、ᗈሗ࣭ၨ発活動を✚ᴟ的に行っているか
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どうか、その観点に基づく条例や┦ㄯ࣭ᩆ῭に対ᛂできるไᗘをഛえているかどうか、は学校

統廃合において子どもの声を聴いていく上で大きな違いを生じさせることになる。

㸦㸰㸧Ꮫᰯ⤫ᗫྜࠕᏊࡢࡶᶒ᮲⣙ࠖྛ᮲ᩥ

ձ第 条「子どもの最善の利益」

ྠ条 㡯には「子どもにかかわるすての活動において、その活動が公的もしくは私的な社

会⚟♴機関、ุ所、行政機関または❧法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子ど

もの最善の利益が第一次的に考慮される」とある。「子どもの最善の利益」は子どもにかかわる

活動や問題に対するఱらかの決ᐃが行われる際にさまࡊまな利益の一つとしてㄆめられ、かつ

第一次的に考慮される実体的概ᛕである。それは༢なる⌮ᛕつᐃではなく、個ู事から公共

政⟇に⮳る、子どもに影響を与えるさまࡊまな活動および決ᐃにおいて㐺用されるきᡭ⥆き

上の一⯡ཎ๎として⌮解されなければならない。「ᡭᘬ」を᳨ウしてみよう。

「ᡭᘬ」「 章 はじめに」の「（２）学校つᶍの㐺ṇ化に関する基本的な考え方」には「教

育的な観点」と「地域ࢸࢽ࣑ࣗࢥの᰾としてのᛶ格への㓄慮」がᣲげられている。前者につ

いては二㡯目あり、一つ目は以下のように㏙られている。

学校つᶍの㐺ṇ化をᅗる上では、第一に学校のᯝたすᙺを☜ㄆする必要があります。

⩏ົ教育ẁ㝵の学校は、ඣ❺生ᚐの能力をఙばしつつ、社会的自❧の基♏、国ᐙ࣭社会の

ᙧ成者としての基本的㈨㉁を㣴うことを目的としています。このため、学校では、༢に教

⛉等の▱㆑やᢏ能を⩦ᚓさせるだけではなく、ඣ❺生ᚐが㞟ᅋの中で、多ᵝな考えにゐれ、

ㄆめ合い、༠力し合い、ษ☩⌶☻することを通じて思考力や表⌧力、ุ᩿力、問題解決能

力などを育み、社会ᛶやつ⠊意㆑を身につけさせることが重要になります。そうした教育

を༑に行うために、一ᐃのつᶍのඣ❺生ᚐ㞟ᅋが☜ಖされていることや、⤒㦂年数、ᑓ

㛛ᛶ、⏨ዪẚ等についてバࣛࣥスのとれた教職員㞟ᅋが㓄置されていることがᮃましいも

のと考えます。このようなことから、一ᐃの学校つᶍを☜ಖすることが重要となります。

ここでいう「教育的な観点」とはఱか。教育は教育するഃと教育されるഃ（学ࡪഃ）からな

る。教育は必ず教育されるഃ（学ࡪഃ）のᏑᅾを前ᥦとする。そのため、教育するഃからのみ

教育を考えるのではなく、教育されるഃ（学ࡪഃ）からも教育を考える必要がある。教育的な

観点とは、教育するഃと教育されるഃ୧方から教育について考えたものでなければならない。

「ᡭᘬ」の「教育的な観点」とは「教育するഃの観点」でしかない。それは、⩏ົ教育が子ど

もの教育を受ける権利に対するಖㆤ者とᕷ⏫ᮧの⩏ົᒚ行をᣦす権利ಖ㞀としての⌮ᛕおよび

法ไᗘであるというㄆ㆑にḞけている。子どもは教育を受ける権利主体である。教育される対

㇟としてᐈ体に置かれていいはずがない。

さらに、⥆けて二つ目の㡯目では、「学校つᶍの㐺ṇ化の᳨ウは、β 困㞴な課ࡴ⤡な要⣲がࠎ

題ですが、あくまでもඣ❺生ᚐの教育条௳の改善の観点を中ᚰにᤣえ、学校教育の目的や目ᶆ
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をよりよく実⌧するために行うきものです」と、「子どもの最善の利益」を中ᚰにᤣえるので

はなく、子どもを教育するための条௳改善の観点を中ᚰにᤣえると、ここでも「教育するഃの

観点」が明示されている。そして、「各ᕷ⏫ᮧにおいては、これからの時௦にồめられる教育ෆ

ᐜやᣦᑟ方法の改善の方向ᛶも༑ศ຺しつつ、⌧ᅾの学⣭数やඣ❺生ᚐの下で、ල体的にど

のような教育上の課題があるかについて総合的な観点からศᯒを行い、ಖㆤ者や地域ఫẸと共

通⌮解をᅗりながら、学校統合の㐺ྰについて考える必要があります」と、子どもの気持ちや

考えを含まない「総合的な観点」からのศᯒを行い、「ಖㆤ者や地域ఫẸ」との共通⌮解、つま

り大人ྠኈの共通⌮解によって学校統合の㐺ྰを考えていくጼໃが示される。

以上のことから、「ᡭᘬ」では「子どもの最善の利益」が第一次的に考慮される実体的概ᛕと

してㄆめられておらず、ᡭ⥆き上の一⯡ཎ๎としても⌮解されていない。それࡺえ例えば、通

学時間について以下のような目Ᏻが掲げられることになる。

㐺ษな通ᡭẁが☜ಖでき、かつ㐲㊥㞳通学や㛗時間通学によるࢵ࣓ࣜࢹトを一ᐃ⛬ᗘ解

ᾘできる見通しが❧つということを前ᥦとして、通学時間について「概ࡡ 時間以ෆ」を

一ᛂの目Ᏻとした上で、各ᕷ⏫ᮧにおいて、地域の実やඣ❺生ᚐの実ែにᛂじて 時間

以上や 時間以ෆに設ᐃすることの㐺ྰも含めたุ᩿を行うことが㐺当であると考えます。

「概ࡡ 時間以ෆ」は「『通機関を利用したሙ合の通学時間』を基‽として設ᐃしているᕷ

⏫ᮧの中では、おおࡡࡴ 時間以ෆと設ᐃしている例が多いこと」に౫ᣐしている。通学㊥㞳

および通学時間に関しては、これまでにも日本ᘓ築学会（ 年）の᥎ዡ㊥㞳および時間がᣦ

されてきた。すなわち、最大でも小学校ప学年は ࣭ᚐṌ ศ以ෆ、小学校㧗学年から中

学校は ࣭前者ᚐṌ ศおよび後者ᚐṌ ศ以ෆである。「ᡭᘬ」は日本ᘓ築学会の᥎ዡ㊥

㞳および時間に一ษゐれることなく、通学㊥㞳や時間より学校つᶍをඃ先する⌧状の基♏自治

体をただ㏣ㄆするだけになっている。

学校統廃合に対するఱらかの決ᐃが行われる際、および統廃合が進められていく過⛬で、「子

どもの最善の利益」がಖㆤ者および地域ఫẸ、自治体等からのさまࡊまな利益の一つとして位

置づけられる必要がある。また「ᡭᘬ」では子どもを「学校教育の┤接の受益者」「ᑗ᮶の受益

者」であるとㄆめている。そうであるならば、受益者である「子どもの最善の利益」が第一次

的に考慮されなければならない。

ղ第 条「子どもの意見の尊重」

ྠ条 㡯「⥾約国は、自ᕫの見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を

与えるすての事について自⏤に自ᕫの見解を表明する権利を☜ಖする。その際、子どもの

見解が、その年㱋および成⇍にᚑい、ṇ当に重どされる」とある。子どもは自ศに影響を与え

るすての事について自⏤に自ศの気持ちや考えを明らかにしてよい権利をもつ。ゝうまで

もなく、学校統廃合においてもその㈶ྰ、統廃合に対する気持ち、統廃合後の生活での思いや
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考えを自⏤に表明してよい。

ただし、「自ᕫの見解をまとめる力のある子ども」をどのように考えるかが要となる３。自ᕫ

の見解をまとめるには必要なሗがᥦ౪されなければならないし、者への┦ㄯや者の見解

を聞いた上での省࣭ྫྷが必要となる。 㡯では「この目的のため、子どもは、とくに、国

ෆ法のᡭ⥆つ๎と一⮴する方法で、自ᕫに影響を与えるいかなるྖ法的および行政的ᡭ⥆にお

いても、┤接にまたは௦⌮人もしくは㐺当なᅋ体を通じて聴聞される機会を与えられる」とあ

る。子どもは者に自ศの気持ちや考えを聴いてもらう権利（機会）をもつ。子どもは者と

関わり、気持ちや考えを聴いてもらう中で、者との共ྠస業の⤖ᯝとして「自ᕫの見解をま

とめる力」をもつことになる。子どもにとっての者である大人が子どもとどのような関係を

築くのか。それは、例えば、ஙඣの気持ちをその子のしࡄさや表からどのように聴き取るの

かを私たち大人に問いかける。大人のഃの子ども観、教育観࣭ಖ育観、人権意㆑、೫見の᭷↓

等がཝしく問われることにもなる。

「ᡭᘬ」を見てみよう。「子どもの意見の尊重」における国ෆ法上の実施の課題として、例え

ば、学校活動と子どもの参ຍ権の行使、とくに決ᐃ過⛬への参ຍの組みづくりがᣦされて

いる４。学校生活上のきまりのไᐃ、学校㐠Ⴀ、学校行事を含ࡴ教育課⛬、教ᮦ、教育㈈政࣭

行政などの決ᐃ過⛬への参ຍの組みづくりである。この点からゝえば、「ᡭᘬ」には決ᐃ過⛬

への参ຍの組みづくりがないことは明らかである。

また、 㡯の「聴聞される機会」についてはどうか。「 章 学校統合に関して␃意すき点」

の「（３）統合により生じる課題への対ᛂ」の「ඣ❺生ᚐにとっての⎔ቃኚ化への対ᛂ」として、

統合前に 点、統合後に 点、㞀がいのあるඣ❺生ᚐに対して 点、ᕤኵの例えがᣲげられて

いる。その中で、子どもの気持ちを聴くᕤኵとしては、統合前が「ճ統合前からᅾ⡠している

教員を統合後の学校にも一ᐃ数㓄置する」をຍえて、「նඣ❺生ᚐやಖㆤ者のᏳやᝎみをᢕᥱ

する࣮ࢣࣥトを⥅⥆的に実施する」の 点ある。統合後が「ձス࣮ࣛࢭ࣮ࣥ࢘࢝ࣝࢡ等の支

援を受けられる体ไのᩚഛ」と「ղᏳやᝎみに関する࣮ࢣࣥトㄪᰝの⥅⥆的な実施、必要

にᛂじたᐙᗞゼ問ཪは㠃ㄯの実施」の 点である。

まずス࣮ࣛࢭ࣮ࣥ࢘࢝ࣝࢡ等を含めた教職員の㓄置、必要にᛂじたᐙᗞゼ問ཪは㠃ㄯの実施

は可能なのだろうか。「地域との関係の希薄化を㜵ࡄᕤኵ」として、「統合後の学校の教育活動

に統合対㇟各地༊の教育㈨※」の✚ᴟ的な活用、「統合前の学校のᵝࠎな㈨※のಖᏑ࣭ᒎ示ཬび

教育活動」の活用、「統合対㇟各地༊の行事と連ᦠした年間計画のస成」などがᣲげられている。

基♏自治体に対して㏙たものであろうが、㈈政ຠ⋡化ないし㈈政にᏳ要⣲を抱える基♏自

治体にとって教職員のቑ員等の対ฎが可能なのかどうか。⤖ᒁのところ、⌧行の教職員で対ᛂ

しなければならなくなり、子どもの気持ちを聴くのは࣮ࢣࣥトに㢗ることになるであろう。

しかしながら࣮ࢣࣥトは傾向をᢕᥱするのにᙺ❧つであろうが、「聴聞される機会」として

は༑ศであることにὀ意してほしい。次章で示すように、子どもたちは学校統廃合の際、࣏
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、の思いや願い、考えを抱いている。例えば、༑ศな説明もない中でࠎࣈࢸ࢞ࢿ、ࣈࢸࢪ

年生の一年間だけを統合校で過ごす子どもたちの中には「あと一年なのに」というᡞᝨいや

「（その気持ちを大人に対して）ゝ ってみたところで」というㅉめを抱いている者もいる。その

ような子どもたちの気持ちや考えを࣮ࢣࣥトでくみ取るのは㞴しい。「聴聞される機会」をど

のようなᙧでもち、どのように☜ಖするのか。基♏自治体の「ඣ❺生ᚐにとっての⎔ቃኚ化へ

の対ᛂ」としてὀ目したい。

ճ第 条「ఇᜥ࣭余ᬤ、㐟び、文化的࣭ⱁ⾡的生活への参ຍ」

ྠ条 㡯「⥾約国は、子どもが、ఇᜥかつ余ᬤをもつ権利、その年㱋にࡩさわしい㐟びおよ

びレࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࢡ的活動を行う権利、ならびに文化的生活およびⱁ⾡に自⏤に参ຍする権利

をㄆめる」とある。㐟びは、ᰤ㣴、ᗣ、ఫまい、教育とྠ等のものとして位置づけられ、子

どもの生活にḞかせないものである。生きていくために必要なさまࡊまな能力を身につけるた

めにも㐟びは可Ḟなものとされる。ᗂ⛶ᅬ教育要㡿ではಖ育の中ᚰに㐟びを置き、㐟びを子

どものᅛ᭷の活動としてㄆ㆑し重どしている。㐟びが学びの基♏をᇵうものであることは間違

いない。しかし、今の学力向上の声に押され、学びのための㐟び、学びにつながる㐟びのみ

が㐟びとしてㄆめられるような、㐟びの▸小化が目❧つようになってきている。

学校統廃合では校༊のᗈ域化が進み、中ᚰ部と周辺部の子どもたちで通学時間に大きな差が

生まれている。ス࣮ࣝࢡバスを利用する学校では下校時の発㌴時間が決まっている。そのため、

子どもたちはᨺ課後の学校での㐟びにไ約を受けることになる。あるいは、ᖐᏯ後も校༊のᗈ

域化によりᐙ᪘の㏦り㏄えなしでは㐟びに行くことも㞴しい。「ス࣮ࣝࢡバス利用でṌかなくな

り、子どもの体力がⴠちた」と聞く。ス࣮ࣝࢡバス利用であっても、ᨺ課後の学校での㐟びや

ᖐᏯ後の㐟びが実していればどうだろうか。学校教育にとどまらず、社会教育や㟷ᑡ年活動

などと関連づけて、子どもの㐟びにもっと関ᚰを示すきであろう。

また、「概ࡡ 時間以ෆ」という通学時間の目Ᏻは、子どもの生活ࢧイࣝࢡにどのような影響

をཬࡰすのか。ᐙをฟる時間が᪩まり、ᨺ課後の㐟びが時間にไ約されるなど、時間に㏣われ

る子どもの生活になる。日本の子どもたちは「ࢡ࣮࣮࣡ࢻࣕࢩ」ともいえるᐟ題などのຮᙉや

学校時間のᣊ᮰によって、子どもには㐺ษなఇᜥや余ᬤが☜ಖされていないというᣦ５があ

る。とくに中学生はᨺ課後に部活動にບんだ後でのᖐᏯとなる。学校統廃合による通学時間の

ቑຍはより一ᒙఇᜥや余ᬤを๐ることになるのではないだろうか。

なお、国ෆ法では、この条文を✚ᴟ的にಁ進するような法ᚊもつᐃもない。この点でも、「ఇ

ᜥ࣭余ᬤ、㐟び、文化的࣭ⱁ⾡的生活への参ຍ」という観点から学校統廃合をとらえ、ᨺ課後

およびఇ日等における子どもの育ちのಖ㞀、例えば学校እの子どものᒃሙ所づくりやඣ❺㐟ᅬ

地やෑ㝤㐟びሙなどのࣉレ࣮ࢡ࣮ࣃの設置などを含めた総合的な子ども施⟇が基♏自治体にồ

められる。
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その、条文は省␎するが、第 条「⥾約国の実施⩏ົ」および第 条「条約ᗈሗ⩏ົ」で

は、子どもに関わるすての大人の実施⩏ົおよびᗈሗ⩏ົがより一ᒙᚭᗏされなければなら

ない。条約をᢈしたのは国であるが、ᢈされた条約を国ෆ法つ⠊として㐠用していくのは、

法࣭ไᗘおよび政⟇の❧者や、それらの実施者である子どもに関わるすての大人である。

学校統廃合の際に、最も影響を受ける子どもたちはఱを思い、ఱを考えているのかを聴いてあ

げてほしい。

また、大人だけでなく、子どもにも「子どもの権利条約」を、子どもの権利を周▱する。権

利主体である子ども自身が条約のෆᐜを▱らされ、その学⩦を通じて自ศの権利についてのㄆ

㆑を῝める。そして、権利行使能力を⩦ᚓするためのあらࡺるᡭẁや実㊶の機会を与えられる

必要がある。子どもは学校統廃合によって最も影響を受けるからこそ、気持ちや考えをఏえて

よいこと、聴いてもらえることを▱り、その権利を行使する。その権利をಖ㞀される中で、子

どもたちは学校統廃合の㠀に関わらず、「㇏かな子ども時௦」を過ごすことができる。最も影

響を与えられる者がఱも声を上げられない、ㄡかが決めたことにᚑうだけという状況は改めら

れなければならない。

そのためには、第 条「㐺ษなሗへのࢭࢡス」および第 条「教育への権利」の 㡯

（㹢）「教育上および職業上のሗならびにᣦᑟを、すての子どもが利用可能でありかつࢡ

スできるものとすること」が子どもにㄆめられなければならない。᭷ᐖなሗから子どもをࢭ

㝸㞳しようとするだけでなく、᭷益なሗをさまࡊまなᙧで子どもへᥦ౪する。学校統廃合に

おいても、統廃合に関するሗをᥦ౪しなければならないし、子どもが統廃合に関するሗを

利用できるようにしておかなければならない。これは第 条の「自ᕫの見解をまとめる力」の

前ᥦにもなる。

㸰㸬Ꮫᰯ⤫ᗫྜࢆ⤒㦂ࡓࡋඖᏊࡕࡓࡶ

㸦㸯㸧⪺ྲྀࡁりㄪᰝᑐ㇟ᰯおࡧࡼᑐ㇟⪅に࡚࠸ࡘ

ㄪᰝ対㇟校は、㏆␥地方山間部に位置するほྠࡰじඣ❺数の㹖小学校と㹗小学校が統廃合し

て㛤校した新設の㹘小学校である。統合時はඣ❺数約 ྡである。統廃合の⤒⦋は、以下の

通りである。 （平成 ）年 ᭶自治体㆟会にて、三つの小学校対㇟の統廃合としてᥦが

なされた。それまで㹖小学校の校⯋改築が自治体⯆計画の⪏㟈対⟇として考えられていた。

また、㆟会┤前には、㹖小学校༊ఫẸから᪩ᮇの校⯋改築の要ᮃもฟていた。にもかかわらず、

年後の 年のᕷ⏫ᮧ合ేを㏄えるにあたり、㤳㛗主ᑟでの学校統廃合がᥦされ、進めら

れていった。

その後、行政ഃの説明会や地域ఫẸとの意見会などを通して、 年に㹖小学校と㹗小

学校の二校の統廃合が決ᐃした。 年ᗘの施政方㔪では、「ᑡ子化が進ࡴ中、㹗小学校、㹖
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小学校ではඣ❺数のῶᑡがⴭしく、㏆いᑗ᮶、一部複ᘧ学⣭となることがணされています。

複ᘧ学⣭がいけないというわけではありませんが、子どもたちの㇏かなᚰをはࡄくࡴためには、

多ᵝなฟ会いがಖ㞀される⎔ቃが㠀とも必要です」と明☜な統廃合の⌮⏤が㏙られること

はなく、ᕷ⏫ᮧ合ే前の㥑け㎸み学校統廃合という༳㇟を与えた。

地域ఫẸおよびಖㆤ者としては、⪏㟈改築から統廃合へ㌿した行政の決め方に‶があっ

たものの、ඣ❺数のῶᑡと多ᵝな教育活動の困㞴さなどから統廃合には一ᐃの⌮解を示した。

統廃合決ᐃ後は および学校を中ᚰとして‽ഛ࣭ㄪᩚを進め、 年に統合を㏄えた。

聞き取りㄪᰝは、 年 ᭶ 日㹘小学校༊ෆのẸᐙおよびྠ年 ᭶ 日➹者ົ校研究ᐊ

にて約 時間行った。前者では統合時 年生であった⏨ᛶ ྡ（㹖小学校ฟ身者㸿および㹗小

学校ฟ身者㹀）、ዪᛶ （ྡྠ前㹁および㹂）の計 ྡである。後者では統合時 年生であった

⏨ᛶ ྡ、ዪᛶ ྡ（員㹖小学校ฟ身者㹃、㹄、㹅）の計 ྡである。また、୧小学校༊の

ᑵ学前の子どもたちは一部の地༊の子どもたちおよび㌿校してきた子どもたちを㝖きྠじಖ育

ᅬ時௦を過ごしている。 ṓඣおよび ṓඣが通うಖ育ᅬ、 ṓඣがᗂ⛶ᅬ、そして小学校へ進

んでいく。ಖ育ᅬ、ᗂ⛶ᅬ、小学校へと進ࡴ子どももいれば、ಖ育ᅬには行かず、ᗂ⛶ᅬから

小学校へ通う子どももいる。元 年生は ྡのうち ྡが 年ࡪりに、 年生は ྡのうち

ྡが 年ࡪりに統廃合によって会することになった。

なお、「 」の後のイࣝࣕࢩࢽは発ゝ者をᣦす。発ゝ中の（ ）ෆの問いかけは➹者のもので

あり、ྠ ᖍのの元子どもの発ゝのሙ合はイࣝࣕࢩࢽないし員と表グする。㹙 㹛ෆの文章は

⿵㊊である。

㸦㸰㸧Ꮫᰯ⤫ᗫྜࢆ⤒㦂ࡓࡋඖᏊࡢࡕࡓࡶᛮ࠼⪄ࡸ࠸

ձᏛᰯ⤫ᗫྜに㛵࡚ࡋ๓ㄝ᫂ࠋࡓࡗ࠶ࡀ

元 年生はみなಖㆤ者からも、学校および教員からも説明はなかったと回㢳している。「もっ

と前にゝってもらえてたら、気持ちの‽ഛができたって思います。ᛴだったので。」（㹁）とも

㏙ている。ただし、㡢ᴦのᤵ業で新しい校ḷの⦎⩦をしたのがᙉく༳㇟にṧっており、その

ᘓ築㏵中の新校⯋を見た時などで統廃合を意㆑したという。すでに㏙たように、統廃合問

題は大人には統廃合の 年前にㄆ▱されていた。にもかかわらず、 年生の子どもには「ᛴだ

った」のである。大人が思う以上にᑀな説明が必要といえる。

対して、元 年生は 年生時にಖㆤ者から⏫ᮧ合ేにకって学校が統廃合すると日常の会話

の中で聞いている。中には「統合するかもしれない」⛬ᗘの話を数年前から⪥にしていたよう

である。とはいえ、新校ྡについて、୧小学校ྡの一Ꮠずつを用いるかどうか㆟論になったこ

とはグ᠈にṧっているが、その際「子どもには意見が聞かれることなく、いつの間にか決まっ

ていました」（㹄）とも㏙る。 年生、 年生ともに、学校統廃合についてのᑀな説明を受

けたわけではなかった。ただし、新校ḷに対して「㹖小の校㛗先生がసモしたのはうれしかっ

― 53 ―



－ － 

た」（㹄）と、㹖小学校ฟ身の元子どもは「おらが学校」的な気持ちを抱いたようである。子ど

もたちにも学校へのឡ╔がある。だからこそ、その学校が統廃合になるのであれば、子どもた

ちの思いや考えを聴いてあげるきであろう。

ղᏛᰯ⤫ᗫྜᚋࡢᏛᰯ⏕ά㸦にᤵᴗ㸧ࠋࡢࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡣ

元 年生は、「まずຮᙉしようという気がなかった」（㹀）、「㐟び仲間がቑえるみたいな感覚、

どっちかといえば。たとえば࣮ࣝ࣎ࢳࢵࢻするにしても多くの人数でできるからそれはᴦしく

なるし。そういう㠃は᩿然よかったですࡡ、前よりは。」（㸿）と、ຮᙉは二の次、友だちがቑ

えることを⣲┤に喜んだようだ。ᤵ業の進め方や㞺ᅖ気についてᑜࡡると、「ኚわってない」（㸿）、

「㹙ࢹスࣥࣙࢩࢵ࢝などは㹛㹗小でもᚓ意だった人がしࡷって、⋡先してやっていた」（㹀）

とのこと。

中には、「私はゝわない方。㹙統合して㹛ฟようかな࠵って思ったけど、やめとこうって。ま

ゝってくれるしいいかってみたいな感じで、当時からศかってて。（小さい学校だとみんなが࠵

ᙺをᢸうのでは㸽）みんな意見をゝえる人数だから、ゝわされるじࡷないけどみんな片っ➃か

らゝう感じ。多くなったら私みたいな人もいて、一⥴にᇙもれて」（㹂）と㏙た元 年生もい

る。ㄡもが✚ᴟ的に発ゝして行動することの㈶ྰはูにして、人数がቑえることで自ศのⱞᡭ

やᾘᴟᛶをのㄡかの中に見つけ、それらを「一⥴にᇙもれる」ことでฟしていくことができ

るようになった。

ྠじ元 年生にㄪᰝの後༙に改めて学校統廃合についてᑜࡡると、「体的に見たら、やっࡥ

りよかった。やっࡥり人数がいたらいろんな意見が聞けるし、友だちがቑえるし、そういう㠃

では子どもはうれしいと思います」と㏙た。「一⥴にᇙもれる」ことができたからこそ、いろ

んな意見をいろんなែᗘやጼໃ（ᾘᴟ的なそれらも含めて）で聞くことができ、自ศとఝた友

だちにฟ合えた統廃合を⫯ᐃ的にとらえられたのではないだろうか。

とはいえ、子どもたちもしたたかだ。例えば、「みんなとྠじことをゝおう、みたいな。前の

人がゝったことをこの人がゝって、またゝって、員ྠじことをゝえばいいみたいな時もあり

ましたࡡ」（㸿）と、教員には困った「一⥴にᇙもれる」⾡も子どもたちは身につけたようだ。

大人は子どもの✚ᴟᛶや主体ᛶがዲきだ。それࡺえに、うことなく、子どもへそれらをᙉ

いてしまいがちだ。子どもたちが大人の㢦をない、大人に合わせて、✚ᴟ的、主体的でいてく

れることもある。良くもᝏくも「一⥴にᇙもれる」ことができる㐺ᗘな子ども㞟ᅋが大ษだと

いえる。

対して、元 年生は、「あと一年なのに、という気持ちはṇ┤あった」（㹄）、「㹖小で༑ศだ

った。ูに統合しなくても」（㹄࣭㹅）と統廃合にྰᐃ的な意見を㏙た者もいた。また、「小

学生なりに統合したら大ኚなんだろうなというのは感じながら ᭶を㏄えた感じがします。ぶ

へはあまりఏえずに、自ศの中で 年生になるときに統合するし、最㧗学年だし、みたいな感
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じで、二つの学校が一⥴になるし、なんかいろいろ大ኚだな࠵と。（友だちྠኈでそのような話

をした㸽）覚えてない。『いや࠵』とはゝってたけどࡡ。『いややな࠵』『しࡻうがないな࠵』み

たいな感じで。（ 年生ࡄらいの時から㸽）そうですࡡ」（㹄）と。㧗学年、とくに 年生にも

なると、「最㧗学年だし、みたいな感じ」で自らをᚊしようとする、我慢しようとする子どもが

いる。㢗もしい㠃、自ᕫྰᐃなどへつながるもろさや༴うさも成㛗過⛬ࡺえにేせもつ。子

どもたちの気持ちや考えをᑀに聴いてあげる必要がある。

ᤵ業については「㹙それぞれの学校で㹛おいのやってたことをやりあってみたいな感じだっ

たんで、あんまり㹙人数がቑえたことで㹛ኚわらなかったですけどࡡ」（㹃）、「（人数がቑえた

ことで一ᒙがんばった㸽）私はないです。もなかった」（㹄࣭㹃）、「➇うなんてなかった。で

きる子はできるんだ࠵みたいな」（㹄）と。教員としては統合後、教育ෆᐜや行事の精㑅を行い、

ヨ行㘒ㄗしながら、さまࡊまなᕤኵをして教育活動をᒎ㛤する。一年間しかいない 年生には

ᤵ業があまり༳㇟にṧらなかったのかもしれない。あるいは、「あと一年なのに」と当ึから統

合にྰᐃ的な、ᾘᴟ的な子どもたちは学年とは違い、ᤵ業やࣛࢡスの㞺ᅖ気、人間関係をど

こか෭㟼に見ていたのかもしれない。

ճᩍᖌ㸫Ꮚࡶ㛵ಀ㸦㊥㞳ឤ㸧に࡚࠸ࡘ

元 年生は「そんなにኚわってない」（㸿）という者もいれば、「㹖小の時は、友だちみたい

な感じで話してたんですけど、㹗小学校㹙統合後に㹗小から㹘小へ㉱任㹛の先生たちにはちࡻ

っと㊥㞳感があった。㊥㞳感というか、話しにくいって感じ」（㹁）と、小つᶍ校ࡺえの友だち

感覚も含ࡴ教ᖌ－子ども関係から新しくฟ合った教ᖌに㊥㞳を感じる子どももいた。

元 年生は元 年生とはやや␗なり、教員のែᗘや行動にさまࡊまな思いを抱いていた。例

えば、統合前の教員に対しては、「㹙「最後の行事」とゝわれ取り組んだ行事に対して㹛さびしか

ったな࠵。自ศも㹖小で༞業したかったな࠵。（その気持ちを先生にఏえた㸽）ゝ ってみたとこ

ろで㹙㯲㹛」（㹄）と、もう一人の者も「そう、それが一␒大きかった」（㹅）とྠㄪした。㛢校

を㏄えるにあたり、ほとんどの行事がどうしても「最後の行事」になってしまう。教員として

は「最後の行事だから」という思いで子どもたちにồめるものがあるのだろう。しかし、その

思いを受けとめ、「最後の行事」に取り組ࡴ子どもたちはさびしさやㅉめなどの複㞧な思いを抱

いていたようである。

また統合後の教員に対しても、「先生たちは話を聞いてくれるわけでもなく、仲良くさせよう

という感じ、あっちの子たちと。ࡐんࡐんこっちの意見も聞かずに、『仲良くするのが一␒だ』

みたいな考え方だったんだと思います」（㹄）と、ここでも教員の考えとは␗なる受けṆめ方を

している。「仲良くする」のが大事なことはศかる。しかし、その前に一人ࡦとりを見てほしい、

聞いてほしい、関わってほしいという子どもたちの思いがここにある。

さらには、各小学校が行っていた行事や活動を精㑅して統合後にᘬき⥅ࡄものとして、㹖小
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学校のኴ㰘があり、統合後も㹘小学校にて⥅⥆的に取り組まれた。「先生ྠኈもなんかちࡻっ

と対❧しとったしな࠵。ኴ㰘なんかやらんでいいんちࡷうかࡄらいのໃいのこともゝってる人

も㹗小学校ഃの先生にいたんで。（先生ྠኈの対❧も見えていたんですか㸽）う࣮ん、㸴年生に

なったら見えたよな࠵。ᜍかった。」（㹃）と。

統合後の行事や活動の精㑅はやࡴをᚓない。ఱをṧすかで先生ྠኈの意見の対❧もあるだろ

う。「ኴ㰘がዲきだった」とㄒる元 年生は「⦎⩦の時はᢸ任㹙元㹗小教員㹛が᮶なかった」（㹄）

とྰᐃ的に㏙ていた。統合したとはいえ㹖小のኴ㰘のᣦᑟを㹗小の教員がᢸ当するのは㞴

しい㠃もある。教員ྠኈではᙺศᢸしていたのかもしれない。大人は、とくに教職員は統合

後、行事等の精㑅やࣛࢡス⤒Ⴀなどに多ᛁをᴟめる。とはいえ、༑ศな説明がなければ、子ど

もたちはྰᐃ的なᛂを示すことになる。統廃合前後に子どもたちへᑀに説明できるための

条௳ᩚഛが必要であろう。

մᏛᰯ⤫ᗫྜᚋࡢⓏୗᰯࡢᵝᏊࡸᏛᰯෆእࡢ㐟ࡢࡧኚに࡚࠸ࡘ

統廃合前は、㹖小、㹗小ともにᚐṌ通学であった。統廃合後は旧㹖小学校༊域がバス通学

となる。Ⓩ校時はス࣮ࣝࢡバスで、下校時はス࣮ࣝࢡバスと㊰⥺バスをే用した。バス௦は

㢠自治体㈇ᢸである。旧㹗小学校༊はᚐṌとバスの地༊༢位の㑅ᢥไ通学で、中にはⓏ校時は

下りᆏのためᚐṌ、下校時は上りᆏのためバス通学とኚ๎的な通学方法の地༊もあった。最も

㛗く㌴する子どもが ศ⛬ᗘ（ᚐṌ⟬ ศ以上）である。

㹗小学校ฟ身で下校時のみバス通学した元 年生の一人は「（統合前は）バスじࡷなかったん

で。ᖐりとかは時間が下校は決まってましたけど、ᨺ課後みんなで㐟んだりする時間がไ

限がなく、下校の時間までみんなで㐟たりしたんで、そこはすごいよかったです」（㹂）

と、統合前と後でバスの時間によってᨺ課後の㐟びがไ限された点をᣦした。この点は㐟び

だけでなく、ス࣮ࣝࢡバスを利用するの地域の教員から教育活動、例えばちࡻっとした┦ㄯ

やṇつの時間でできなかった行事の事前‽ഛなどもྠᵝにไ限されると聞いたことがある。

㐟びに関しては、自㌿㌴の利用の話もฟた。統合前の旧小学校༊ෆのみの利用が統合後もኚ

᭦されることがなかった。そのため、下校すると、旧㹖小学校༊から旧㹗小学校༊へ㐟びに行

くことができず、㐌ᮎもバスの時間に合わせて㐟んだという。Ᏻ㠃からいえば、ᗈ域化した

小学校༊域を自㌿㌴利用させることができないことは⌮解できる。しかし、そのことを子ど

もたちへ説明するか、新校༊にᛂじた自㌿㌴利用を子どもたちと共に考えてもよい。

また㐟びに関して、元 年生は校ෆの㐟びについて次のように㏙た。「㏫に、人数が多くな

って、㹖小の校㐟びのような㐟びができなくなった。ఇみに㐌２回とか。生ᚐ会がᨺ㏦か

けて㹙子どもたちが㹛㞟まってたんですけど、㹖小やったら校生 、 人ࡄらいだったんで、

ちࡻうど 、 わけわからんように最⤊的に（㹅－࠵ができたもんなࡰかくれん）。らいでࡄ

はなったんですけどやってましたࡡ。͐͐㹙統合後は㹛校生で㐟ࡪことがなくなった。㸴年
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生だけで࣮࢝ࢵࢧしたりとか」（㹃）と。

先の元 年生も統合前はᨺ課後に校ඣ❺みんなで㐟んでいたと回㢳していた。小つᶍな㞟

ᅋであれば␗年㱋での㐟びが自然にあり、つᶍが大きくなるにつれてྠ年㱋での㐟びにኚわる。

子どもの育ちにとって␗年㱋㞟ᅋとྠ年㱋㞟ᅋとがバࣛࣥスよくあるのがᮃましいのは、すで

に『学⩦ᣦᑟ要㡿』や『子どもの社会ᛶが育つ「␗年㱋のὶ活動」』（国❧教育政⟇研究所 ）

などでもᣦされていることである。つᶍが大きくなってྠ年㱋㞟ᅋでの㐟びや学びに೫るの

であれば、教育活動によってあえて␗年㱋㞟ᅋのそれらをసりฟさなくてはならないことにな

る。学校の㐺ṇつᶍには、このような自然発生的な子どもの␗年㱋㞟ᅋによる㐟びを㜼ᐖしな

いつᶍという観点も大事なものであると考える。

元 年生はᤵ業でのࢤスト࣭ 、などの地域の人たちとの関係についてㄒった中で࣮ࣕࢳ࣮ࢸ

バス通学や㐠動会にもゝཬした。「（統廃合して地域の人たちとの関わりはኚわった㸽）▱らな

いおじいちࡷん、おばあちࡷんがቑえた気がします。やっࡥ㐲くなっちࡷうんで。（㹖小の時は

ࢤるさと学⩦などのࡩだと。それがศからなくなった－㹄）。㹙「んࡷさんのおじいちۑۑۑ」

スト࣭࣮ࣕࢳ࣮ࢸも㹛地域の人でやっているのではなくて、ちࡻっとなんか先生みたいな感

じの目で見るようになってましたࡡ、☜かに。Ⓩ下校の時にあいさつしてᖐったのも、バスで

ᖐってくる所まではその人のᐙの前をṌいて通らないので、あいさつもῶりました。（㐠動会の

༗後って地༊の㐠動会になるんですけど、それが㹘小になって᮶る人がᑡなくなった。お年ᐤ

りの方は᮶にくくなって－㹄）」（㹃）と。

統廃合によって廃校となった元学校周辺の地域と新設学校との関係は希薄になる傾向にある。

例えば、ㄞみ聞かせの࣭ࢸࣥࣛ࣎スࣇࢵࢱや体㦂活動のࢤスト࣭࣮ࣕࢳ࣮ࢸなどとの関

係に೫りが生じる。バス通学によって、子どもたちが地域ෆをṌかなくなる。それは地域の人

たちとの日ࠎのฟ合いがなくなることでもある。ᗂい㡭から生活の中でわしてきたあいさつ

がなくなり、子どもたちは学校であいさつするようᣦᑟされることになる。また、ࢤスト࣭ࢸ

として学校にᣍかれた「地域の人」は、一部の子どもたちにはあいさつをする関係࣮ࣕࢳ࣮

でない、見▱らࡠ「先生みたい」な人としてᫎる。統廃合により校༊がᗈ域化することで、行

事や活動に対する地域の༠力や参ຍのᗘ合いに違いが生じるだけでなく、地域や地域の人たち

に対する子どもたちの⌮解にも大人が考えるそれらとは違うものがⱆ生えることもある。

地域と関連して、一点⤂する。これまでも地方や中山間地域において公共施設（学校施設

も含ࡴ）の複合化が進められてきた。小学校、ᅗ書㤋などの社会教育施設、ㆤ施設やಖ育ᅬ

などの⚟♴施設をྠじᩜ地ෆあるいは施設ෆに設置する取り組みである。公共ࣅ࣮ࢧスの機能

的㓄ศおよび㈈政ຠ⋡化のಁ進、地域社会体での子育て⎔ቃのᩚഛ、地域㈨※を活用した教

育活動の᥎進、など公共施設の複合化には一ᐃの࣓ࣜࢵトがある。しかし、子どもの目にはど

のようにᫎっているのだろうか。

「㹘小学校に通ってた時から『どうせなくなるんでしࡻ』みたいな感じがあって。最ึから
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『人数がᑡなくなったら⪁人࣒࣮࣍にする』みたいな話はもう小学生の時から聞いていたんで。

そういうసりにするって聞いてたんで。（ㄡから聞いた㸽）ぶから。だから࢚レ࣮ࢱ࣮࣋もあっ

て、ᬮᡣ࣭෭ᡣもあって、教ᐊもなんかቨが動くようになってて、そういうసりになってるん

で、なんか『どうせなくなるし࠷』みたいな気持ちもあったんですよ。」（㹄）と。

ここには「私たちの学校」という意㆑がある。ただし、この意㆑はࣈࢸ࢞ࢿなものである。

「私たち」の意㆑が過であると、「私たち」でない者へのᚷ㑊や㝖として⌧れる。あるいは、

「私たち」が周ᅖにᢎㄆしてもらえないሙ合、例えば「私たち」のことなのに「私たち」の気

持ちや考えを聴いてもらえない、Ꮡᅾをㄆめてもらえないሙ合にはㅉめや自ᕫྰᐃへと㌿化す

る。「私たちの学校」から、㧗㱋者と共に利用する「みんなの学校（施設）」になࡐならないの

か。それは「みんな」で使用する施設なのに「みんな」の中に「私たち」がධっていないから

である。「私たち」が▱らないところで学校統廃合が決まり、新しい「私たちの学校」は「私た

ち」でないㄡかのためにᕤኵされた㐀りになっている。だから、「どうせなくなるし࠷」という

な思いが生まれてしまう。公共施設の複合化を進める際には、「その子どもに影響をࣈࢸ࢞ࢿ

与えるすての事について自⏤に自ᕫの見解を表明する権利をಖ㞀する」こと、つまり、複

合化によって利用する「みんな」の中に子どもたちをධれて、子どもたちの気持ちや考えも聴

き、ሙ合によればそれらの気持ちや考えを活かした複合化計画を❧࣭実施すきである。

յࠕᏊࡢࡶពぢࡢᑛ㔜ࠖࡿ࠼⪄ࢆ

学校統廃合の⤒㦂について一通り話を聞いた後に、「当時、子どもながらに統廃合について説

明を受けていたら、ఱか考え、ఱか行動しただろうか」と改めてᑜࡡてみた。みな「う㹼ん」

と考え㎸ࡴ中、元 年生の一人は「の例を▱らないので、きまりがあれば、Ᏺるのが当たり

前。ኚえるというよりもそれが当たり前、その中でどう動こうかと。それをそす事例を▱らな

いので、どうやればいいか。」（㹀）と⟅えた。☜かに、学校統廃合だけでなく、学校࣭ᐙᗞ࣭

地域の生活ሙ㠃で思いや考えを日常的に聴いてもらう機会がᑡなかったり、自ศたちの生活を

自ศたちで考え決めていくような参ຍ࣭参画ないし自治活動を⤒㦂していなければ、上グのゝ

ⴥのように⌧状を受けධれるしかないであろう。

しかし、ᙼは次のように付けຍえた。「小２の時の自ศは話してもわかんないとは思うんです

けど、ヲしい説明は一回は受けとかないと、それが大人になった時に⣡ᚓできないのであれば、

⣡ᚓできなくても、ሗもなしにὶれでなるのはおかしい。ศからなくてもศかるように説明

するのが教ᖌのᙺ目というか、それをやるのが教育であって。子どもにちࡷんと説明して、

ᡭに大人が決めていくのはおかしいかなと今は思う」（㹀）と。

ᙼは「今は思う」と㏙ている。㧗校 年生という「今」、ある⛬ᗘ自ศで自ศのことを考え

ることができて行動できるようになった「今」だからこそ、思い㏉しているのである。大事な

ことは、どのような年㱋、成㛗過⛬の子どもであっても自ศのことは自ศで考え決めることが
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できること、ྠ時に、そのための支援や援ຓを大人からᚓられることである。そのような⤒㦂

の✚み重ࡡが子ども自らの気持ちや考えを意見としてまとめることや、表⌧࣭発ಙすることを

支える。

この点について気になるࢻ࣮ࢯࣆ࢚を一つ⤂しておく。元 年生は統廃合から 年後、

つの小学校から㞟まる中学校へ進学した。生ᚐ会ではᙺ員 ྡ中 ྡが今回の聞き取りㄪᰝ対

㇟者である ྡに ྡをຍえた㹘小学校ฟ身者であったという。「なࡐ生ᚐ会ᙺ員をするほど✚

ᴟ的、行動的なのですか」とᑜࡡてみた。すると、「それは㹆先生㹙ᢸ任㹛が、ఱていうんです

かࡡ、㛤ᨺ的なことをよくやらしてくれたので。とか、₇も。（₇が多かった࠵－員）

スというかྂⱁ能とか。そういうのはやらしてくれたので。前にฟてやるのは、（今でもࣥࢲ

₇、⤖ᵓ多いんやんな࠵－㹂）それは学校がどうこうというより㹆先生が。」（㹀）と⟅えた。

統合後、元 年生たちは㹆先生とฟ合い、ᢸ任となった㹆先生と 年生と 年生の二年間を

共に過ごした。子どもたちに「㛤ᨺ的なことをよくやらしてくれた」㹆先生。もちろんすて

の子どもたちが今回の元子どもたちのように✚ᴟ的、行動的になったというわけではない。ま

た、㹆先生だけでなく、そのの教育活動や地域をあげて取り組んだ子ども会活動などの影響

もあったであろう。それでも、生ᚐ会活動という自治活動への✚ᴟ的な参ຍ࣭参画の影響とし

て、小学校時௦の一人の教員の教育活動をᣲげた点にὀ目したい。

㹆先生が取り組んだ₇やࣥࢲスは子どもたちには「㛤ᨺ的なこと」、いいかえれば、教ᖌと

子ども、子どもྠኈで思いや考えをฟし合える、聴き合える、表⌧できる機会になっていたの

ではないだろうか。学校統廃合の際に、子どもの気持ちや考えを聴き、説明をすきだと㏙

てきた。ただし、その前ᥦとして、子どもが自ศの気持ちや考えに気づき、まとめ、発ಙ࣭表

⌧できるような子ども㞟ᅋや、教ᖌと子ども関係が築かれていなければならない。今後聞き取

りㄪᰝを進めていく中で、この点を考えていきたい。

元 年生は聞き取りㄪᰝの最ึから「統廃合は᎘だった」とㄒっていた。聞き取りの中でも、

年生の時から「最後の行事」を⤒㦂し、統合後の 年生では「仲良くすること」をᙉいられ

た༳㇟を持っていた。また最㧗学年であるという自覚をもち、子どもたちなりに我慢する気持

ちや‶を抱いていた。それࡺえ、「いやとはゝっていたと思う。決まる前にももし࣮ࢣࣥト

とかあれば、いやとゝっていたと思います」（㹄）と⟅えた。学年によって新しい学校で過ごす

時間の違いだけでなく、元の学校で過ごした時間の違いがある。一人ࡦとりはもちろんのこと、

学年という༢位で≉ูな㓄慮やࢣを考える必要があるのかもしれない。今後の課題にしたい。

おわりに

「私たち抜きで、私たちのことを決めないで！」。最も影響を与えられる者がఱも声を上げら

れない、聴いてもらえない、ㄡかが決めたことにᚑうだけという状況が㞀がい者による当事者

㐠動の中でྉばれた。ྠじようなことはዪᛶや㧗㱋者、࣒࣮࣍レスや㈋困ᐙᗞの人ࠎにもいえ
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る。数年前に北海道の小学校の統廃合の事例を聞く機会があった。小学校 年生の子どもが片

道 時間のバス通学をしており、トイレを我慢するため、朝食を抜いているとのことであった。

その時、「私たち抜きで、私たちのことを決めないで！」が私の中で喚起された。学校統廃合に

おいても最も影響を受ける子どもが当事者として位置づけられていない。当事者である子ども

の声が聴いてもらえていない。子どもに限らず、問題状況の当事者の最善の利益が第一次的に

考慮されるのは当然のことである。そのために、当事者は意見を聴いてもらい、意見を表明す

る。この当たり前のことが学校統廃合でも行われていない。

章で示したように、子どもたちはそれぞれいろんな思いを抱き、友だち関係を築こうとし

ているし、先生をはじめ大人を観察している。今回の元子どもたちからは、以下のような課題

を与えてもらった。一つは、学校統廃合は個人差はもちろんのこと、学年差があるということ。

旧学校と新学校で過ごした時間の違いや学年に付随する自覚および責任感が学校統廃合におい

てどのように働くのか。今後も考えていきたい。

二つは、大人、とくに教職員の思いと子どもたちの思いのズレについて。「最後の行事だから」

「仲良くする」など、大人は善意で子どもたちのことを考えて、子どもたちに接している。ど

のような善意も当事者の気持ちや考えを聴かずに行為に移してしまえば、当事者には困ったも

の、余計なお世話になることもある。教育そのものが大人の善意によって計画され、実行され

ているものである以上、学校統廃合に限らず日常の教育活動も省みる必要がある。

三つは、学校と地域との関わりについて。地方や中山間地域では今後、公共施設の複合化が

進められるであろう。学校統廃合はとくに周辺部の子どもと地域との関係を希薄にする傾向が

ある。子どもが含まれない公共施設の複合化はさらなる過疎を後押しする。学校廃校後の子ど

もと地域の関係をどのように築いていくのか。教育にとどまらず、地域づくり、地方行政、地

域産業、地域医療や子育て支援などと関連づけて考えていきたい。

                                               
１ この論文では条約の趣旨に沿う国際教育法研究会訳を使用する。「子どもの権利条約」の概要については、

『解説 教育六法 平成 年版』（三省堂）および喜多明人ほか『逐条解説 子どもの権利条約』（

日本評論社）を参照した。なお、「子どもの権利条約」には矛盾や問題点もある。例えば、第 条「教育の

目的」として「（ａ）子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させる

こと」を掲げるが、それが第 条「子どもの最善の利益」であるとは限らないこともある。この論文では学

校統廃合において子どもの権利がほとんど尊重されていない状況に対して、まずは「子どもの権利条約」に

基づいた「子どもの最善の利益」「子どもの意見の尊重」等を主張する。「子どもの権利条約」の矛盾や問題

点については稿を改めたい。
２ 各自治体の取り組みについては、荒牧重人ほか『解説 子ども条例』（ 三省堂）および子どもの権利

条約総合研究所編『子どもの権利研究』各号（ 以降 日本評論社）を参照願いたい。
３ 桜井智恵子『子どもの声を社会へ』（ 岩波書店）
４ 喜多明人ほか前掲書
５ 喜多明人ほか前掲書  
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